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防災まちづくり部土木管理課

第 60 号議案関係資料 

品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の 
整備に関する条例の一部を改正する条例について 

１.改正理由・内容 

西大井駅の区営駐輪場は利用率が高く、慢性的に不足の状況が続いている。また、周辺の放置自

転車も多く、対策の要望も多く上がっている。 

この状況を改善するため、駅前ロータリーの歩道上の植栽および西大井広場公園横の立会道路歩

道上に駐輪施設を設置・拡張する。 

これに伴い、条例別表第２、西大井駅区営自転車等駐車場の項に、設置箇所の住所地を新たに追

加し、条例の一部を改正する。

２.設置台数 

自転車の駐輪用ラックを、２箇所合せて６３台設置する。（当日利用） 

３.工事時期 

平成２９年１1月～３０年２月頃（予定） 

４.施行期日 

 平成３０年３月１日 

５.新旧対照表 

 別紙のとおり 

公園前歩道 

（品川区西大井一丁目 4番先）

駅前歩道 

（品川区西大井一丁目 3番先）

住所地追加箇所

既設駐輪場






